
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜住宅用防災警報器取付支援の詳細＞ 

（対象となる世帯） 

同一世帯の全員が次のいずれかに該当する世帯 

①65歳以上の者で、自ら取付け困難である者 

②身体障害者手帳の交付を受けている者で、自ら取付け困難である者 

③上記に準ずる者と消防長が認める者 

（申込み方法） 

申込者または代理人が申込書を下記の場所に持参または郵送して下さい。 

なお、持参の場合は次のページの申込書配布場所でも申込みできます。 

〒583-0015 藤井寺市青山 3丁目 613番地の 8 

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 庁舎 3階 予防課 

開庁時間 平日の 8時 45分～17時 15分 連絡先 072-958-9928 

※申込書はホームページでダウンロードまたは消防本部予防課・消防署・ 

出張所で配布しております。 

（取付支援の内容） 

住宅用防災（火災）警報器の取付け困難世帯のうち未設置世帯（一部未設

置世帯を含む。）に対して、無償で取付けを行う。ただし、電気工事を伴う

ものは対象外。※住宅用防災（火災）警報器及び取付けに必要なビス等は

ご自身でご準備下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご準備頂くもの） 

①国家検定合格表示「 」のついている住宅用防災（火災）警報器又は特

例基準適用マークのついている「ト又は特」の住宅用防災（火災）警報器 

②取付けに必要なビス等（※購入されたものには、付属の取付けネジが同 

梱されているか確認して下さい。） 

（申込書配布場所一覧） 

①本署・本部  藤井寺市青山 3丁目 613番地の 8（072-958-9928） 

②藤井寺分署  藤井寺市国府１丁目１番８号（072-955-0119） 

③柏原分署   柏原市河原町１番９０号（072-972-0119） 

④国分出張所  柏原市国分本町２丁目５番５号（072-977-0119） 

⑤羽曳野出張所 羽曳野市羽曳が丘４丁目１４番１８号（072-957-1875） 

⑥高鷲出張所   羽曳野市島泉８丁目８番２号 (072-939-0119) 
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特例基準適用マーク 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寝室がある階から、2つ下の階の階段の上部 

居室 

階段 

階段 

階段 

居室 

寝室 

階段 

階段 

階段 

居室 

居室 

寝室 

階段 

階段 

階段 

居室 

居室 

寝室 

・寝室と最上階の階段の上部 

居室 階段 寝室 

台所 寝室 

階段 

居室 階段 

台所 寝室 
階段 

居室 

3階建て パターン① 3階建て パターン② 

煙感知器 

住警器 

設置場所 

住宅用火災警報器設置場所早見表 

2階建て ・寝室と寝室に通じる階段の上部に設置 

・寝室と寝室のある階の階段の上部 

（2 階の階段の上部に設置されている場合を除く） 

（設置が必要な場所） 

①寝室 

②寝室に通じる階段の上部 

・詳しくは下記の「住宅用火災警報器設置場所早見表」をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※台所にあっては設置推奨場所 

 



（取付け位置） 

・天井に設置する場合は、壁やはりから 60ｃｍ以上離した位置 

・壁に設置する場合は、天井から 15ｃｍ以上 50ｃｍ以内の位置 

・エアコン、換気口などの吹き出し口から 1.5ｍ以上離した位置 
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・天井に設置する場合は、壁やはりから 60ｃｍ以上離した位置 

・壁に設置する場合は、天井から 15ｃｍ以上 50ｃｍ以内の位置 
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